
 

第１１５号議案 

 

 

   府中市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ５ 年１１月３０日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行に伴うほか、所要の改正を

行うものであります。 
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   府中市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 府中市個人番号の利用に関する条例（平成２７年１２月府中市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「法別表第１」を「法別表」に、「法別表第２の第２欄に

規定する事務」を「次号に掲げるもの」に改め、同項第２号中「法別表第２の第

２欄に規定する事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に規定する

情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項第３号中「平成２７年東京都条例第

１０１号」を「平成２７年東京都条例第１１１号」に改め、同項第４号中「及び

規則で定める情報」を削り、同条を第４条とする。 

 第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

 （用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 別表を次のように改める。 

別表（第３条、第４条） 

       条例で定める事務及び当該事務において利用する情報       

番号 事務 情報 

１ 生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）に準じて実施す

る生活に困窮する外国人に対

する生活保護の措置に関する

事務であって規則で定めるも

の 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭 

 和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和 

 ２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和 

 ３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法

律第１５２号）又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）による医療に関する給付の支給

又は保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給付関係

情報」という。）であって規則で定めるもの 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による小児慢 

 性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の

支給に関する情報であって規則で定めるもの 

(3) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若し 
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   くは進学準備給付金の支給に関する情報（以下「生活保護

関係情報」という。）であって規則で定めるもの 

(4) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税 

 に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又 

はその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税

関係情報」という。）であって規則で定めるもの 

(5) 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）、私立学校教 

 職員共済法、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５

号）、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法

による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する

情報であって規則で定めるもの 

(6) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児 

 童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係

情報」という。）であって規則で定めるもの 

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第 

 １２９号）による資金の貸付けに関する情報であって規 

則で定めるもの 

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に 

 関する情報であって規則で定めるもの 

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年 

 法律第１３４号）による特別児童扶養手当の支給に関す

る情報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

(10) 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による養育医 

 療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

(11) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当 

 又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定める

もの 

(12) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）による給付の 

 支給に関する情報であって規則で定めるもの 

(13) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 
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   た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）による支援給付又は配偶者

支援金の支給に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給

付等関係情報」という。）であって規則で定めるもの 

(14) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給付 

 の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する

情報であって規則で定めるもの 

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた 

 めの法律（平成１７年法律第１２３号）による自立支援給

付の支給に関する情報（以下「障害者自立支援給付関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

(16) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年 

 法律第５０号）による特定医療費の支給に関する情報（以

下「難病医療費支給関係情報」という。）であって規則で

定めるもの 

２ 府中市高齢者住宅条例（平成

９年３月府中市条例第４号）

による高齢者住宅（同条例第

３条第１号に規定する高齢者

住宅のうち、公営住宅法（昭和

２６年法律第１９３号）第２

条第２号に規定する公営住宅

を除いたものをいう。）の管理

に関する事務であって規則で

定めるもの 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による 

 身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者保健

福祉手帳又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

３ 府中市児童育成手当条例（昭

和４６年１０月府中市条例第

２９号）による児童育成手当

の支給に関する事務であって

規則で定めるもの 

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 

(5) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 

４ 府中市ひとり親家庭等医療費

助成条例（平成元年９月府中 

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関 
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 市条例第２５号）によるひと

り親家庭等医療費の助成に関

する事務であって規則で定め

るもの 

 する情報（以下「小児慢性特定疾病医療費支給関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

(3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(6) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 

(7) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 

(8) 難病医療費支給関係情報であって規則で定めるもの 

(9) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則 

 （平成１２年東京都規則第９４号）による医療費等の助成

に関する情報（以下「東京都難病医療費助成関係情報」と

いう。）であって規則で定めるもの 

(10) 府中市子ども医療費助成条例（昭和４８年３月府中市 

 条例第１９号）による子ども医療費の助成に関する情報

であって規則で定めるもの 

(11) 府中市心身障害者（児）医療費助成条例（昭和４８年３ 

 月府中市条例第２１号）による心身障害者（児）医療費の

助成に関する情報（以下「心身障害者（児）医療費助成関

係情報」という。）であって規則で定めるもの 

５ 府中市心身障害者（児）福祉手

当条例（昭和４３年１０月府

中市条例第１９号）による心

身障害者（児）福祉手当の支給

に関する事務であって規則で

定めるもの 

(1) 児童福祉法による障害児入所給付費の支給に関する情 

 報（以下「障害児入所給付費関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの 

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(5) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第４ 

 号に規定する事項（以下「住民票関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

(6) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるも 

 の 

６ 府中市心身障害者（児）医療費

助成条例による心身障害者 

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 障害児入所給付費関係情報であって規則で定めるもの 
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 （児）医療費の助成に関する

事務であって規則で定めるも

の 

(3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(6) 住民票関係情報であって規則で定めるもの 

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定 

 めるもの 

(8) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるも 

 の 

７ 市町村における東京都の事務

処理の特例に関する条例（平

成１１年東京都条例第１０７

号）により市が処理すること

とされた心身障害者の医療費

の助成に関する条例（昭和 

４９年東京都条例第２０号）

による心身障害者医療費の助

成に関する事務であって規則

で定めるもの 

８ 府中市子ども医療費助成条例

による子ども医療費の助成に

関する事務であって規則で定

めるもの 

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 小児慢性特定疾病医療費支給関係情報であって規則で 

 定めるもの 

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(5) 難病医療費支給関係情報であって規則で定めるもの 

(6) 東京都難病医療費助成関係情報であって規則で定める 

 もの 

(7) 心身障害者（児）医療費助成関係情報であって規則で定 

 めるもの 

(8) 府中市ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親 

 家庭等医療費の助成に関する情報であって規則で定める

もの 

９ 私立幼稚園等の保育料等の補

助に関する事務であって規則

で定めるもの 

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報で 

 あって規則で定めるもの 

(5) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 
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  (6) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの 

(7) 住民票関係情報であって規則で定めるもの 

(8) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定 

 めるもの 

(9) 療育手帳制度要綱（療育手帳制度について（昭和４８年 

 ９月２７日付厚生省発児第１５６号）別紙）による療育手

帳の交付及び障害の程度に関する情報であって規則で定

めるもの 

１０ 認可外保育施設等の保育料の

助成に関する事務であって規

則で定めるもの 

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの 

   付 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）附則第１条本文に規

定する政令で定める日から施行する。 



参 考 

府中市個人番号の利用に関する条例新旧対照（抜粋） 

（   は、改正部分） 
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新 旧 

 （用語） 

（追 加） 第２条 この条例において使用する用語は、法において使

用する用語の例による。 

 （条例で定める個人番号の利用に係る事務）  （条例で定める個人番号の利用に係る事務） 

第３条 省 略 第２条 省 略 

 （個人番号利用事務における保有情報の利用）  （個人番号利用事務における保有情報の利用） 

第４条 省 略 第３条 省 略 

 (1) 法別表の下欄に規定する事務（次号に掲げるものを

除く。） 規則で定める情報 

 (1) 法別表第１の下欄に規定する事務（法別表第２の第

２欄に規定する事務を除く。） 規則で定める情報 

 (2) 特定個人番号利用事務 利用特定個人情報及び規則

で定める情報 

 (2) 法別表第２の第２欄に規定する事務 同表の第４欄

に規定する情報及び規則で定める情報 

 (3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに

特定個人情報の利用及び提供に関する条例（平成２７

年東京都条例第１１１号）別表第１の下欄に規定する

事務 規則で定める情報 

 (3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに

特定個人情報の利用及び提供に関する条例（平成２７

年東京都条例第１０１号）別表第１の下欄に規定する

事務 規則で定める情報 

 (4) 別表の中欄に規定する事務 同表の右欄に規定する

情報 

 (4) 別表の中欄に規定する事務 同表の右欄に規定する

情報及び規則で定める情報 

２ 省 略 ２ 省 略 

  



参 考 

府中市個人番号の利用に関する条例新旧対照（抜粋） 

（   は、改正部分） 
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新 旧 

別表（第３条、第４条） 別表（第２条、第３条） 

条例で定める事務及び当該事務において利用する 

情報 

条例で定める個人番号の利用に係る事務及び当該 

事務において利用する情報 

番号 事務 情報 

１ 生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）に

準じて実施する生活

に困窮する外国人に

対する生活保護の措

置に関する事務であ

って規則で定めるも

の 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０

号）、船員保険法（昭和１４年法律第

７３号）、私立学校教職員共済法（昭

和２８年法律第２４５号）、国家公務

員共済組合法（昭和３３年法律第 

 １２８号）、国民健康保険法（昭和 

 ３３年法律第１９２号）、地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第 

 １５２号）又は高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０

号）による医療に関する給付の支給又

は保険料の徴収に関する情報（以下

「医療保険給付関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第 

 １６４号）による小児慢性特定疾病医

療費、療育の給付又は障害児入所給付

費の支給に関する情報であって規則

で定めるもの 

(3) 生活保護法による保護の実施又は

就労自立給付金若しくは進学準備給

付金の支給に関する情報（以下「生活 

番号 事務 情報 

１ 生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）に

準じて実施する生活

に困窮する外国人に

対する生活保護の措

置に関する事務であ

って規則で定めるも

の 

法別表第２の２６の項第４欄に規定す

る情報 

２ 府中市高齢者住宅条

例（平成９年３月府中

市条例第４号）による

高齢者住宅（同条例第

３条第１号に規定す

る高齢者住宅のうち、

公営住宅法（昭和２６

年法律第１９３号）第

２条第２号に規定す

る公営住宅を除いた

ものをいう。）の管理

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

法別表第２の３１の項第４欄に規定す

る情報 

３ 府中市児童育成手当 法別表第２の５７の項第４欄に規定す 
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府中市個人番号の利用に関する条例新旧対照（抜粋） 

（   は、改正部分） 
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   保護関係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

(4) 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）その他の地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算定した税額

又はその算定の基礎となる事項に関

する情報（以下「地方税関係情報」と

いう。）であって規則で定めるもの 

(5) 国民年金法（昭和３４年法律第 

 １４１号）、私立学校教職員共済法、

厚生年金保険法（昭和２９年法律第 

 １１５号）、国家公務員共済組合法又

は地方公務員等共済組合法による年

金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報であって規則で定め

るもの 

(6) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第

２３８号）による児童扶養手当の支給

に関する情報（以下「児童扶養手当関

係情報」という。）であって規則で定

めるもの 

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和３９年法律第１２９号）による資金

の貸付けに関する情報であって規則

で定めるもの 

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に

よる給付金の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

 条例（昭和４６年１０

月府中市条例第２９

号）による児童育成手

当の支給に関する事

務であって規則で定

めるもの 

る情報 

４ 府中市ひとり親家庭

等医療費助成条例（平

成元年９月府中市条

例第２５号）によるひ

とり親家庭等医療費

の助成に関する事務

であって規則で定め

るもの 

 

５ 府 中市 心身 障害 者

（児）福祉手当条例

（昭和４３年１０月

府中市条例第１９号）

に よる 心身 障害 者

（児）福祉手当の支給

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

法別表第２の６７の項第４欄及び１０８

の項第４欄に規定する情報 

６ 府 中市 心身 障害 者

（児）医療費助成条例

（昭和４８年３月府

中市条例第２１号）に

よる心身障害者（児）

医療費の助成に関す

法別表第２の６７の項第４欄、１０８の

項第４欄及び１０９の項第４欄に規定

する情報 
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  (9) 特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第１３４号） 

 による特別児童扶養手当の支給に関

する情報（以下「特別児童扶養手当関

係情報」という。）であって規則で定

めるもの 

(10) 母子保健法（昭和４０年法律第 

 １４１号）による養育医療の給付又は

養育医療に要する費用の支給に関す

る情報であって規則で定めるもの 

(11) 児童手当法（昭和４６年法律第７３

号）による児童手当又は特例給付の支

給に関する情報であって規則で定め

るもの 

(12) 雇用保険法（昭和４９年法律第 

 １１６号）による給付の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

(13) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付又は配偶者支援金の支

給に関する情報（以下「中国残留邦人

等支援給付等関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

(14) 介護保険法（平成９年法律第１２３

号）による保険給付の支給、地域支援

事業の実施又は保険料の徴収に関す 

る事務であって規則

で定めるもの 

７ 市町村における東京

都の事務処理の特例

に関する条例（平成 

１１年東京都条例第

１０７号）により市が

処理することとされ

た心身障害者の医療

費の助成に関する条

例（昭和４９年東京都

条例第２０号）による

心身障害者医療費の

助成に関する事務で

あって規則で定める

もの 

８ 府中市子ども医療費

助成条例（昭和４８年

３ 月府 中市 条例 第 

１９号）による子ども

医療費の助成に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

法別表第２の７４の項第４欄に規定す

る情報 

９ 私立幼稚園等の保育

料等の補助に関する

事務であって規則で

定めるもの 

法別表第２の１１６の項第４欄に規定

する情報 

１０ 認可外保育施設等の 
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  る情報であって規則で定めるもの 

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を 

 総合的に支援するための法律（平成 

 １７年法律第１２３号）による自立支

援給付の支給に関する情報（以下「障

害者自立支援給付関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

(16) 難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成２６年法律第５０号）に

よる特定医療費の支給に関する情報

（以下「難病医療費支給関係情報」と

いう。）であって規則で定めるもの 

２ 府中市高齢者住宅条

例（平成９年３月府中

市条例第４号）による

高齢者住宅（同条例第

３条第１号に規定す

る高齢者住宅のうち、

公営住宅法（昭和２６

年法律第１９３号）第

２条第２号に規定す

る公営住宅を除いた

ものをいう。）の管理

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）による身体障害者手帳、

精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）

による精神障害者保健福祉手帳又は

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第

３７号）にいう知的障害者に関する情

報（以下「障害者関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

(2) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(3) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

３ 府中市児童育成手当

条例（昭和４６年１０

月府中市条例第２９ 

(1) 障害者関係情報であって規則で定

めるもの 

(2) 生活保護関係情報であって規則で 

 保育料の助成に関す

る事務であって規則

で定めるもの 
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 号）による児童育成手

当の支給に関する事

務であって規則で定

めるもの 

 定めるもの 

(3) 地方税関係情報であって規則で定 

 めるもの 

(4) 児童扶養手当関係情報であって規

則で定めるもの 

(5) 特別児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

４ 府中市ひとり親家庭

等医療費助成条例（平

成元年９月府中市条

例第２５号）によるひ

とり親家庭等医療費

の助成に関する事務

であって規則で定め

るもの 

(1) 医療保険給付関係情報であって規

則で定めるもの 

(2) 児童福祉法による小児慢性特定疾

病医療費の支給に関する情報（以下

「小児慢性特定疾病医療費支給関係

情報」という。）であって規則で定め

るもの 

(3) 障害者関係情報であって規則で定

めるもの 

(4) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(5) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

(6) 児童扶養手当関係情報であって規

則で定めるもの 

(7) 特別児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

(8) 難病医療費支給関係情報であって

規則で定めるもの 

(9) 東京都難病患者等に係る医療費等

の助成に関する規則（平成１２年東京 
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 都規則第９４号）による医療費等の

助成に関する情報（以下「東京都難病

医療費助成関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

(10) 府中市子ども医療費助成条例（昭和

４８年３月府中市条例第１９号）によ

る子ども医療費の助成に関する情報

であって規則で定めるもの 

(11) 府中市心身障害者（児）医療費助成

条例（昭和４８年３月府中市条例第 

 ２１号）による心身障害者（児）医療

費の助成に関する情報（以下「心身障

害者（児）医療費助成関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

５ 府 中市 心身障 害者

（児）福祉手当条例

（昭和４３年１０月

府中市条例第１９号）

に よる 心身障 害者

（児）福祉手当の支給

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

(1) 児童福祉法による障害児入所給付

費の支給に関する情報（以下「障害児

入所給付費関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

(2) 障害者関係情報であって規則で定

めるもの 

(3) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(4) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

(5) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）第７条第４号に規定する事項

（以下「住民票関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 
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  (6) 障害者自立支援給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

６ 府 中市 心身障 害者

（児）医療費助成条例

に よる 心身障 害者

（児）医療費の助成に

関する事務であって

規則で定めるもの 

(1) 医療保険給付関係情報であって規

則で定めるもの 

(2) 障害児入所給付費関係情報であっ

て規則で定めるもの 

(3) 障害者関係情報であって規則で定

めるもの 

(4) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(5) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

(6) 住民票関係情報であって規則で定

めるもの 

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情

報であって規則で定めるもの 

(8) 障害者自立支援給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

７ 市町村における東京

都の事務処理の特例

に関する条例（平成 

１１年東京都条例第

１０７号）により市が

処理することとされ

た心身障害者の医療

費の助成に関する条

例（昭和４９年東京都

条例第２０号）による

心身障害者医療費の

助成に関する事務で

あって規則で定める

もの 

８ 府中市子ども医療費

助成条例による子ど

も医療費の助成に関

する事務であって規

則で定めるもの 

(1) 医療保険給付関係情報であって規

則で定めるもの 

(2) 小児慢性特定疾病医療費支給関係

情報であって規則で定めるもの 

(3) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 
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  (4) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

(5) 難病医療費支給関係情報であって

規則で定めるもの 

(6) 東京都難病医療費助成関係情報で

あって規則で定めるもの 

(7) 心身障害者（児）医療費助成関係情

報であって規則で定めるもの 

(8) 府中市ひとり親家庭等医療費助成

条例によるひとり親家庭等医療費の

助成に関する情報であって規則で定

めるもの 

９ 私立幼稚園等の保育

料等の補助に関する

事務であって規則で

定めるもの 

(1) 障害者関係情報であって規則で定

めるもの 

(2) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(3) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

(4) 国民年金法による障害基礎年金の

支給に関する情報であって規則で定

めるもの 

(5) 児童扶養手当関係情報であって規

則で定めるもの 

(6) 特別児童扶養手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

(7) 住民票関係情報であって規則で定

めるもの 

(8) 中国残留邦人等支援給付等関係情 
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   報であって規則で定めるもの 

(9) 療育手帳制度要綱（療育手帳制度に 

 ついて（昭和４８年９月２７日付厚生

省発児第１５６号）別紙）による療育

手帳の交付及び障害の程度に関する

情報であって規則で定めるもの 

１０ 認可外保育施設等の

保育料の助成に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

(1) 生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

(2) 地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

(3) 住民票関係情報であって規則で定

めるもの 
 

   付 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和５年法律第４８号）附則第１条本文に規定する政令

で定める日から施行する。 

 

  

 

 

 

 

 

  


